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税務情報 

2020年度税制改正 ― グループ通算制度に関する情報 

1. 地方税の省令の公布 

2020 年 9 月 30 日、官報号外第 203 号において、2020 年度税制改正で連結納税

制度より移行することとされたグループ通算制度（2022 年 4 月 1 日以後開始事業年

度より適用）に係る地方税の省令が公布され、総務省の以下のページに省令の概要

と共に掲載されました。 

 新規制定・改正法令・告示 省令 

（本省令は、このリンクのページの「地方税法施行規則の一部を改正する省令

（令和 2 年総務省令第 94 号）」です。） 

【参考】 

＜国税＞ 

 グループ通算制度に係る国税の政令は 6 月 26 日に、国税の省令は 6 月 30 日

にそれぞれ公布されています。（e-Tax News No.201「グループ通算制度の政令

（国税）の公布」（2020 年 6 月 26 日発行）及び No.203「グループ通算制度の省

令（国税）の公布」（2020 年 6 月 30 日発行）にてお知らせしております。） 

 国税の改正に係る政省令（グループ通算制度に係る政省令を含みます。）の新

旧対照表は、財務省のウェブサイト「令和 2 年度税制改正 政令」及び「令和 2 年

度税制改正 省令」のページに掲載されています。 

＜地方税＞ 

 グループ通算制度に係る地方税の政令は 9 月 4 日に公布されています。（e-Tax 

News No.207「グループ通算制度の政令（地方税）の公布」（2020 年 9 月 4 日発

行）にてお知らせしております。） 

 地方税の改正に係る政省令（グループ通算制度に係る政省令を含みます。）の

新旧対照表は、総務省のウェブサイト「新規制定・改正法令・告示 政令」及び「新

規制定・改正法令・告示 省令」のページに掲載されています。 
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2. 国税庁 ― 申請、届出等の様式の制定に係る法令解釈通達の改正 

国税庁は 9 月 29 日、以下の法令解釈通達を公表しました。 

 「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について（法

令解釈通達）（9 月 24 日付発遣） 

この法令解釈通達は、2020 年度税制改正による連結納税制度の見直し（グループ

通算制度への移行）に伴い、以下の申請書等及び届出書の様式を改正・新設するも

のです。 

（1） 「連結納税の承認の申請書（初葉）」及び「『連結納税の承認の申請書』の記載

要領（1）」【改正】 

申請書には、「この申請により承認を受けようとする最初の事業年度が 2022 年 4 月

1 日以降である場合には、通算承認の申請として取り扱われる」旨が追記されました。

記載要領には、通算承認の申請である場合の取扱いや留意事項が追記等されてい

ます。 

（2） 「『付表 1（連結親法人となる法人の主要株主等の状況）』の記載要領」【改正】 

（3） 「『付表 2（発行済株式等の状況）』の記載要領」【改正】 

この付表 1 及び付表 2 はそれぞれ、通算承認を受けようとする場合の連結親法人又

は連結子法人も使用すること等が示されました。 

（4） 「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」【新設】 

連結法人が 2022 年 4 月 1 日以後最初に開始する事業年度からグループ通算制度

へ移行しない場合に提出することとなる届出書が新たに設けられました。 

なお、連結納税関係の申請書及び届出書等の情報や様式がまとめて掲載されてい

る国税庁の「税務手続の案内」における「連結納税関係」のページには、上記の改正

後の様式等がすでに掲載されています。 

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている
状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努め
ておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではあり
ません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショ
ナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
 
© 2020 KPMG Tax Corporation, a tax corporation incorporated under the Japanese CPTA Law 
and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated 
with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights 
reserved. 

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member 
firms of the KPMG global organization. 

KPMG税理士法人 
info-tax@jp.kpmg.com 

home.kpmg/jp/tax 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/200923/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/200923/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/yousiki.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/renketsu/mokuji.htm
http://home.kpmg/jp/tax

